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資料１．事後評価の概要とフェーズⅢに向けての府県の対応方針および現状 

 

「事後評価における地域別評価の概要」欄は、フェーズⅢに向けた内容についてのみ要約して記

述した。 

 

１．１ 茨城県 

 

事後評価の

項目 

事後評価における地域

別評価の概要 
フェーズⅢの対応方針 フェーズⅢの現状 

①事業目標

の達成度

及び波及

効果並び

に今後の

展望 

 

 

 

 

○霞ヶ浦周辺の自治体

において結集型事

業で開発された新型

浄化の槽設置の指

導要領を定めるなど

の動きが見られ、地

域における成果の展

開 策 と し て 期 待 す

る。 

○フェーズⅡ時点で得

られた成果の展開及

び霞ヶ浦浄化全体

事業の中でどこまで

到達できているのか

を明確にし、広く関

係方面に示す必要

がある。 

○本来の環境プロジェ

クトで重要な要素で

ある住民との合意形

成などに関して、現

時点ではまだ不十分

であり、今後の取組

に期待する。 

○霞ケ浦方式浄化槽の

普及を目指し、認定を

行うとともに窒素・リン

除去浄化槽の補助制

度を導入する。 

○ 湖 沼 水 質 保 全 計 画

は、市町村、庁内関係

各課、環境審議会等

広範な意見を聴いて

策定することとしてお

り、これにプロジェクト

の成果を盛り込んで策

定する。 

○霞ケ浦の水質を保全する

ため、１５年度霞ケ浦流域

に国に先駆けて窒素・リン

除去浄化槽の補助制度を

創設した。（１６年度県内

の湖沼に拡大） 

○１４年度に策定した霞ケ浦

水質保全計画では、左記

の手続きを経て策定して

いる。また、18 年度策定す

る計画でも同様の手続き

を行うこととしている。 

②研究開発

の達成度

及び成果

○この研究成果から霞

ヶ浦水質が何％改善

する可能性があると

○ 湖 沼 水 質 保 全 計 画

で、プロジェクトの研究

成果を事業に反映さ

○現計画において、各種事

業や研究成果による水質

改善効果を定量的に把握
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並びに今

後の展望 

 

 

 

いった表現が望まれ

る。 

○フェーズⅢにおいて

は、人文社会学的ア

プローチをも包括す

る形の新しい取組を

期待する。 

せるとともに水質改善

効果を定量的に把握

する。 

○人文社会科学的アプ

ローチの形の新たな取

り組みを進める。 

し、各種協議の場や説明

会で使用した。 

○平成１４年度「霞ケ浦にお

ける人と水との係わる調査

研究」を行い、フォーラム

を開催した。 

③成果移転

に向けた

取 り 組 み

の達成度

及び今後

の展望 

 

 

 

 

○新規創業３社は評価

できるものの、特許

申請８件は少ない。

研究開発への参加

企業が増えている一

方で、実用化の取組

との関連にやや不明

確な部分があり、今

後の解決課題と思わ

れる。 

○潜在市場の大きい浄

化槽が開発されてい

るが、事業化に向け

ては官の誘導が必

要と思われる。環境

ビジネスの産業化と

いう視点で政策は重

要であるが住民に向

けて何を訴えてきた

のかも重要である。

フェーズⅢにおいて

このまま消失しないこ

とを期待する。 

○本研究成果及びこれ

から派生した事業によ

る成果移転を推進す

る。 

○研究成果を促進する

ため、科学技術指針に

基づき、各種事業を展

開する。また、つくば

市内に設立されている

民間団体や新技術エ

ージェントが創設した

企業等において技術

移転、事業化の促進

が展開されている。 

○霞ケ浦の水質浄化に

対する理解と協力を得

るため、県・市町村・各

種団体と一体となった

水質浄化運動を展開

する。 

○研究成果から派生した事

業により新規２社が創業し

た。 

○（県科学技術指針） 

専門家による経営課題や

技術開発などの相談業務 

コーディネーターや技術専

門家による企業への助言・

指導 

研究者と企業との交流の場

の設定 

○（民間団体等） 

 技術移転、創業支援等の

事業化の促進、参加企業

の組織化等 

○霞ケ浦流域内で霞ケ浦水

質浄化運動を毎年開催し、

水質浄化の機運を盛り上

げている。 
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④都道府県

等の支援

及び今後

の展望 

 

 

 

○財政的な支援だけで

なく、環境問題固有

の規制的な手法の

早期実施、条例の早

期制定など、引き続

き自治体としての取

組に期待したい。 

○今後「霞ヶ浦環境セ

ンター」がＣＯＥとし

て強化発展していく

ことを期待する。 

○条例の制定など規制

的な手法の導入により

霞ケ浦の水質浄化対

策を推進する。 

○「霞ケ浦環境科学セン

ター」をＣＯＥの拠点と

して強化発展させる。 

○窒素・リン除去浄化槽補

助制度の創設（平成１５年

度） 

○生活環境保全条例制定に

よる排水規制を強化（平成

１７年３月公布） 

○平成１７年４月 霞ケ浦環

境科学センターが開館し

た。 

 

１．２ 大阪府 

 

事後評価の

項目 
地域別評価の内容 フェーズⅢの対応方針 フェーズⅢの現状 

①事業目標

の達成度

及び波及

効果並び

に今後の

展望 

 

 

 

 

○基礎的な基盤技術

開発にとどまってお

り、新産業という点

で現時点では可能

性にとどまっている

ように思われる。達

成度に疑問が残る

ものの、産業化への

姿勢が見えており、

その際の達成度・

波及効果ともにかな

りのレベルに達する

ものと期待できる。 

○国際特許の出願が

少ないので、今後こ

の点での強化が必

要である。 

 

 

○大阪府並びに財団

法人大阪科学技術

センター（中核機関）

が緊密に連携しなが

ら、フェーズⅢに関

する諸事業を推進、

検討し、地域ＣＯＥの

維持、拡充に努めて

いく。 

○本事業により整備さ

れた研究設備の開

放と試作サービスを

通じた研究開発支援

拠 点 の 維 持 ・ 活 用

を、引き続き展開して

いく。 

○本事業による研究者

ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用

し、研究成果普及の

た め の 共 同 試 作 研

○大阪府にとって初めて経験し

た大規模な産学官共同研究

プロジェクトであったことか

ら、本事業の実施により「産

学官連携」や「地域における

科学技術振興施策」などに

ついて多くのことを学ぶこと

ができ、その後の大阪府の

産学官連携施策推進の大き

な原動力となっている。 

○本事業の研究成果をもとに、

文部科学省「都市エリア産学

官連携促進事業（成果育成

型／大阪和泉エリア）」をはじ

めとする共同研究を実施し、

成果の事業化を推進してい

る。 

○コア研究室に整備された設

備機器を活用した共同研究

の実施や研究開発支援の取
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究、関連プロジェクト

の研究報告、技術動

向調査等を展開して

いく。 

り組みが大阪府立産業技術

総合研究所で進められるとと

もに、本事業により構築され

た産学官の研究者ネットワー

クの維持発展を目指す取り

組みが、財団法人大阪科学

技術センターにより進められ

ている。 

○参加企業において、本事業

の研究成果が、ＤＶＤ等のデ

ジタル家電製品などの内部

技術として活用されつつあ

る。 

②研究開発

の達成度

及び成果

並びに今

後の展望 

 

 

 

 

○基礎的な研究に偏

重したものについて

は、開発した要素が

市場に向けた具体

的なイメージになっ

ているかは疑問で

ある。 

○起業化・実用化に

向けた研究開発が

展開されることを期

待する。 

 

 

○大阪府や財団法人

大阪科学技術センタ

ーを中心に、国等の

提案公募型共同研

究制度も活用しなが

ら、本事業の研究成

果の応用・発展を目

指す個別共同研究

を展開。 

○本事業で研究開発を

進めてきた新しい光

情報システムを中心

とする新たな情報シ

ステムを実現するた

めの産学官の研究

者による調査を全国

規模で実施。（日本

学術振興会の事業と

して） 

 

 

 

 

○本事業の研究成果をもとに、

以下の共同研究を実施。成

果の事業を目指している。 

・（文部科学省）都市エリア産

学官連携促進事業(成果育

成型)大阪和泉エリア「ナノ

構造フォトニクス」（H14-16,

学：１０名、企業：８社、公：９

名参加） 

・(独立行政法人科学技術振

興機構)研究成果活用プラ

ザ大阪／育成研究 ２件 

ⅰ.「超薄型画像入力モジュ

ール」（Ｈ１３-１６,学:１名、

企業:２社、公:２名参加） 

ⅱ.「ナノインプリント法による

高性能病理検査チップ開

発」（Ｈ１７-２０,学:５名、企

業:３社、公:２名参加） 

・(独立行政法人科学技術振

興機構)戦略的創造研究推

進事業（ＣＲＥＳＴ） 

「高度情報処理・通信の実
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現に向けたナノ構造体材料

の制御と利用」領域 

超伝導ナノファブリケ－ショ

ンによる新奇物性と応用 

（Ｈ１４-１８,学：２大学、国

研：１研究所と１機構、公：１

機関） 

・(経済産業省)地域新生コンソ

ーシアム研究開発事業／２

件 

ⅰ.「超高速核酸増幅による

臨床現場用遺伝子検査キ

ットと装置の開発」 

（Ｈ１６-１７,学:３大学、企

業:２社、公:３名） 

ⅱ.「血中薬物濃度モニタリ

ング用ナノ構造バイオニク

スデバイスの開発」  

（Ｈ１７-１８,学:６名、企業:

４社、公:９名） 

・(経済産業省)地域新規産業

創造技術開発補助事業 

「新規・簡易な血液流動

性測定システムの開発」

（Ｈ１７-１８,企業名 ア－

クレイ（株）） 

○日本学術振興会に「フォトニ

ック情報システム」に関する

先導的研究開発委員会（期

間 平成１４年１１月－１７年

１０月）が設置され、本地域結

集プロジェクトで提案した新

しい光情報システムを中心と

する新たな情報システムを実

現するための産学官の研究

者による調査を全国規模で
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実施。今後は同機構の産学

協力研究委員会「フォトニク

ス情報システム」として活動

の予定。 

③成果移転

に向けた

取 り 組 み

の達成度

及び今後

の展望 

 

 

 

 

○すべての研究テー

マについて応用は

こ れ か ら と い う の

は、ポテンシャルの

高さから見ても、遅

すぎる印象を受ける

ことから、起業化・

実用化の達成度は

低いと感じられる。 

○製品応用の具体性

を明確にして、起業

化・実用化に向けた

技術開発努力を期

待する。 

 

○大阪府並びに財団

法人大阪科学技術

センター（中核機関）

が緊密に連携しなが

ら 、 研 究 成 果 の 普

及、移転に関する諸

事業を推進する。 

○コア研究室に整備さ

れた設備機器を活用

した取り組みを大阪

府立産業技術総合

研究所で進めるとと

もに、産学官研究者

ネットワークを活用し

た取り組みを財団法

人大阪科学技術セン

ターにより進める。 

 

 

 

 

 

○大阪府立産業技術総合研究

所おける研究設備の開放と

試作サービスの実施（「フォト

ニクス研究開発支援センタ

ー」）。 

 本プロジェクトの大きな成果の

一つである「超微細（可視光

の波長以下の構造を持つ）

光学素子の作製・評価技術」

について、本プロジェクトのコ

ア研究室として整備された設

備機器とそこで培われたノウ

ハウや技術を、幅広く企業や

大学等の研究開発や製品応

用に活用。(平成 15 年 4 月開

設) 

○財団法人大阪科学技術セン

ター（中核機関）内に産学官

の研究者で構成する研究会

（テラ光情報技術フォーラム:

Ｈ１４-１６、次世代フォトニク

ス情報技術フォーラム:Ｈ１７

-）を設置し、関連技術分野

の情報交流、参加研究者の

研究進捗状況報告、企業要

請による共同研究、光学素

子提供サービス等を実施。

（学：２０名、企業：１８社、公：

５名） 

○地域結集型共同研究事業を

はじめ大阪府が国等の支援

を受けて推進する産学官共
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同研究プロジェクトの研究成

果を実用化する大阪府単独

事業『産学官共同研究成果

実用化推進事業』を平成１７

年度より開始したところ。 

 中堅・中小企業を対象に本共

同研究事業などの研究成果

を活用した応用開発・試作開

発などの取り組みを支援（補

助金を交付）する事業(『大阪

府実用化開発支援事業補助

金』)を実施している。 

また、本事業の研究成果が、

特に、中堅・中小企業に普

及・活用されるためのシステ

ムを、『大阪府実用化開発支

援事業補助金』の推進の中

で構築していく。 

④都道府県

等の支援

及び今後

の展望 

 

 

 

 

○プロジェクトに参画

したのは大企業が

多く、中小企業振

興にどれほど効果

を出したのか具体

的なものが見えて

い な い と こ ろ が あ

る。 

○地域ＣＯＥのための

ネットワークを継続

させるための人材

の活用についても、

支援状況がはっきり

していないように思

われる。 

○今後は大阪府とし

ての強い存在感が

期待される。 

○本事業の成果は、今

後、大阪府域はもと

より、わが国の「次世

代光情報通信技術」

を支える基盤として

大きな役割を担うも

のであることから、本

事業で得られた研究

成果の普及や、産学

官ネットワークの維持

発展などを関係機関

との緊密な連携協力

体制のもとで、継続

的に展開する。 

 

 

 

 

○「テラ光情報基盤技術開発

（大阪府地域結集型共同研

究事業フェーズⅢ）に関する

懇談会」 

 フェーズⅢ事業の円滑な推進

と交流を促進し、もって、大

阪府地域結集型共同研究事

業の研究成果の普及活用を

図ることを目的に、大阪府地

域結集型共同研究事業関係

者（事業総括、研究統括、副

研究統括、新技術エージェ

ント、中核機関、大阪府）とフ

ェーズⅢの各事業関係者を

メンバーとする懇談会を設

置。フェーズⅢ事業の状況

把握、意見交換、その他フェ

ーズⅢ事業の円滑な推進の
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ために必要な事項の調査検

討等を実施。 

（担当：大阪府商工労働部商

工振興室新産業課） 

○「フォトニクス研究開発支援

センター」 

大阪府地域結集型共同研究

事業『テラ光情報基盤技術

開発』プロジェクトの優れた

研究成果が、さらに新しい成

果を創出し､次代の大阪・関

西経済を支える新技術・新産

業の創出につながるよう、科

学技術振興事業団の支援を

得て、同事業のコア研究室

「先端光ファクトリー」として整

備された設備機器とそこに培

われたノウハウや技術を、幅

広く企業などの皆様に活用し

てもらうことを目的に平成１５

年４月、大阪府立産業技術

総合研究所内に開設。  

（担当:大阪府立産業技術総

合研究所） 

○産学官共同研究成果実用化

推進事業 

大阪府が、国等の制度を活

用して推進している産学官

共同研究プロジェクトの研究

成果を活用し、その成果を実

用化するための取り組みに

対して大阪府独自の支援事

業を展開し、積極的な研究

成果の普及・活用を図ること

が目的。 

中堅・中小企業を対象に本
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共同研究事業などの研究成

果を活用した応用開発・試作

開発などの取り組みを支援

（補助金を交付）する事業

(『大阪府実用化開発支援事

業補助金』)や、研究成果の

戦略的権利化(特許化)を進

め、地域の産業発展に向け

て積極的に普及・保護・活用

する事業（『成果活用支援事

業』）などを実施。 

（担当:大阪府商工労働部商

工振興室新産業課） 

 

１．３ 広島県 

 

事後評価の

項目 
地域別評価の内容 フェーズⅢの対応方針 フェーズⅢの現状 

①事業目標

の達成度

及び波及

効果並び

に今後の

展望 

 

 

 

 

○事業内容の拡がりが

感じられず、この地

域に「人工組織の開

発」分野でＣＯＥの確

立に至っていないの

で、よりいっそうの集

積化に向けた努力が

必要である。研究成

果を速やかに社会に

還元し、社会の発展

に貢献するという使

命を、企業活動等を

通じて果してゆくこと

を期待する。 

○先端技術を追求すると

ともに，地域企業の持

つ技術基盤も活用して

裾野を広げ，産業化を

促進する。 

○先端技術に特化した大学

発バイオベンチャーが県

内に１１社設立され，事業

活動を実施している。 

  また，先端技術と県内企

業の独自技術を組み合わ

せた製品開発が行われ，

商品化事例も出ている。 

  さらに，地域の産学官で

構成する「広島バイオクラ

スター推進協議会」を設

立し，産業化を支援してい

る。 

②研究開発

の達成度

及び成果

並びに今

○部分的には基礎研

究に偏重した箇所も

みられ、全体として十

分満足できるレベル

○比較的ハードルの低い

分野から事業化を進

め，地域企業の持つ技

術基盤を活用しやすい

○創薬を支援する分野で事

業化されたものがある。 

○地域の食品産業等と連携

し，ヘルスケア分野の研
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後の展望 には達していない。 

○産業レベルはハード

ルが高く、実用化・市

場性迄まだ程遠いも

のが多く、今後の具

体的展望も十分描け

ているとは言い難い

ので、実用化へベク

トルを強化に向ける

べきであり、なお一段

の 努 力 が 必 要 で あ

る。 

分野の研究開発にも取

り組む。 

究開発を実施している。 

③成果移転

に向けた

取 り 組 み

の達成度

及び今後

の展望 

 

 

○５年間の研究成果と

しては特許数が少な

く、特に国際特許は

極めて少ないと思わ

れ、権利意識保持を

徹底してもらいたい。

○起業家精神を持った

人材により、研究成

果に基づいた企業が

拡大発展し、雇用・

税収の拡大などによ

って地域貢献するこ

とを期待する。 

○コア研究室において特

許の維持管理に対応

するとともに，中核機関

内にＴＬＯを設立する。

○広島県産業科学技術研

究所において国際出願や

審査対応など特許維持管

理業務を継続している。 

○中核機関が広島ＴＬＯを

設立し，地域産学官が連

携した技術移転活動を実

施している。 

④都道府県

等の支援

及び今後

の展望 

 

 

 

○研究資源の集積や

ネットワーク形成へ向

けた支援がなされて

おり、その部分には

期待できるが、事業

終了後はそれだけで

は 十 分 と は い え な

い。 

○県単独での具体的な

支援の枠組 みがな

く、やや国だよりの感

○大学発のバイオシーズ

を活用した研究開発等

を実施し，新産業の創

出と集積を促進する。 

○研究成果の地域還元を促

進するため，県及び中核

機関は，民間企業を対象

としてバイオ分野に特化し

た研究開発補助制度を創

設したり、大学等の若手研

究者の起業を促進する補

助事業を実施するなどし

ている。 



 131

がある。 

○科学技術振興基金を

活用して、地域独自

での知的(財産)戦略

を期待する。 

○地域にどの程度フィ

ードバックがされるか

は未知数であり、県と

して独自に評価して

今後の戦略を採って

もらいたい。 

 

１．４ 福岡県 

 

事後評価の

項目 
地域別評価の内容 フェーズⅢの対応方針 フェーズⅢの現状 

①事業目標

の達成度

及び波及

効果並び

に今後の

展望 

 

 

○狭い研究者だけの

ネットワークであるよ

うな印象を受ける。

基盤の拡がりが十分

であったか疑問が残

る。 

○シーズ先行で事業を

進めたため、開発し

た技術が産業利用

のニーズと整合がと

れていない。その結

果、これから利用先

を模索する項目が多

い。 

○フォトニクス関連産業創

出事業 

・フォトニクス研究ネットワ

ーク構築事業を実施し

た。 

・構築した基盤技術に基

づくニーズを掘り起こし

実用化へ向けた取り組

みを実施した。 

○実用化を目指し、可能性

の高いものを選択し製品

化に成功した。 

○基盤技術を確立したが実

用化に時間がかかるもの

についても引き続き支援

を行っている。 

②研究開発

の達成度

及び成果

並びに今

後の展望 

 

○各技術が個別的で

あり関連性が薄く、

広がりや深化が充分

でない。フェーズⅢ

での地域独自の取り

組みの中で、産業振

○相互関連性をはかるた

め、コア研究室を運営

し、各装置を集中配置

することにより、交流連

携の場とした。 

○コア研究室を引き続き県

が主体で運営しており、

交流連携の促進を図って

いる。隣接する県工業技

術センターも外部資金を

活用し研究を実施するな
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興という観点を持っ

て成果を生み出すこ

とができるか期待し

たい。 

ど引き続き研究のコアとし

ている。 

③成果移転

に向けた

取 り 組 み

の達成度

及び今後

の展望 

 

 

 

○試作品レベルでは

市 場 が 小 さ い 、 性

能、信頼性に関する

データが不足してい

るとの大きな課題が

課せられている。 

○実用化のためにどん

なニーズがあるかを

探索する積極性を

発揮し、より産業界と

の連携を強化する必

要がある。また、これ

までの大学中心の

体制について思い

切った再編も必要で

あろう。 

 

○成果移転を進めるため

県としてフォトニクス関

連創出事業を立ち上げ

下記2事業を実施した。

①フォトニクス実用化プロ

ジェクト事業 

・高分子／液晶複合膜を

用いる大面積光シャッタ

ーの構築 

・ミリ波用誘電体薄膜の開

発 

②応用基盤技術開発事

業 

・高感度フォトクロミック色

素の開発 

・集積型ユニバーサルレ

ーザーの開発 

○実施した４テーマのうち、

２テーマにおいて商品化

を実現した。 

①高分子液晶複合膜 

ゲーム機用スクリーンシャ

ッター 

②ユニバーサルレーザー 

可変波長レーザー 

また、チタン酸バリウム誘

電体薄膜を用いた薄膜コ

ンデンサの研究と、フォト

クロミック色素の実用化を

目指した研究開発を継続

している。 

企業においても半導体レ

ーザーマーカーを商品化

するなど広がりを見せて

いる。 

④都道府県

等の支援

及び今後

の展望 

 

 

 

 

○産業化へ向けた十

分な活動があったと

はいえず、県が新し

い産業を起こす努力

をすべき。フェーズ

Ⅲの責任者となり、

研究成果を積極的

に活かす方策を考

える必要がある。 

○フェーズⅢにおける

県の単独事業につ

いては、実用化に向

けた充分な審査を行

うことが望まれる。 

○フォトニクス関連産業創

出事業による支援（Ｈ１

４－１６）に加え、Ｈ１５以

降はナノテクノロジー戦

略事業において個別の

技術支援を継続実施。 

○ナノテク事業において、

指紋センサーの実用化に

成功し、さらに小型化に

取り組んでいる。 

また、鉛フリーガラスの開

発や、チタン酸バリウムを

用いた高屈折率ガラスの

開発など、基盤技術を核

にした実用化企業との開

発を継続している。 




